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「公益財団法人 関西・大阪２１世紀協会」 

後援名義使用申請について 

 

公益財団法人 関西・大阪 21世紀協会は、文化・スポーツ団体などが主催し、関西の芸術文

化振興および地域活性化に有意義と認められる事業、かつ、当協会が掲げている「文化立都」

の主旨に合致する事業を後援しております。 

後援をご希望される場合は、下記の要領で後援名義使用申請の手続きを行って下さい。 

 

１．後援名義の使用申請を行う場合は、次の書類を事業実施日の原則２ヶ月前までに後援名義

担当までご提出下さい。 

 （１）後援名義使用申請書 

（２）主催団体概要（団体の沿革、組織、活動などを明らかにする書類）、役員名簿、 

規約･会則･定款など 

※但し、当該書類については、最新のものをご提出ください。 

（３）事業計画書（企画書、開催要項、プログラム等事業の内容を明らかにする書類） 

（４）収支予算書 

（５）その他 

 

２．申請結果は、後援名義使用承認書の発行を以って承認と致します。 

申請から後援名義使用承認書の発行までに要する期間は約２週間です。 

 

３．事業実施に際しては、チラシ、ポスター、プログラム、会場標識などに、当協会の名義

を明記して下さい。名義表記は、下記のいずれかをご使用下さい。 

 公益財団法人 関西・大阪２１世紀協会 または （公財）関西・大阪２１世紀協会 

 

４．事業終了後１ヶ月以内に、次の書類を後援名義担当までご提出下さい。 

（１）実施報告書 

（２）収支報告書 

（３）実施に際して配布または掲示した要項、プログラム、ポスター、写真など、 

当協会の後援名義を記載したもの 

  ※書式は自由です。実施報告書のフォーマットが必要な場合は、当協会のホームページ

からダウンロードしてご利用下さい。 

 

＜担当窓口＞ 公益財団法人 関西・大阪２１世紀協会 後援名義担当 

〒530-6691 大阪市北区中之島 6-2-27 中之島センタービル 29階 

TEL：06－7507－2002  FAX：06－7507－5945 


